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地 番：161
所有者：金沢市
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地 番：51-2
所有者：
公簿面積：195.22面 
実測面積：194.61而

謹物
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地 番：51-1 
所有者：

17 .
 1
0

：51-3 所有者：

：51-4 所有者：
-- -

ロ 石 杭

田 コンクリ ー ト杭

図 合成樹脂杭

ビl 金属プレー ト

® 金 属 鋲

゜ 計 算 点

座 標 求 積 表

地 番 51-2 
測 点 Xn Yn (Xn+ 1 - Xn-1) Yn 距 離

K1 63114. 997 -43161. 283 -655447. 243638 4. 96 
K2 63113. 197 -43165. 905 180131. 321565 5.03 
K3 63110. 824 -43170. 342 192194.362584 3. 21 
K4 63108. 745 -43172. 794 230715.411136 4 02 
K5 63105.480 -43175. 150 297951. 710150 3.94 
K6 63101.844 -43176. 677 330646. 992466 4. 16
K7 63097.822 -43177. 753 240888. 683987 14. 34
K8 63096. 265 -43163. 491 64572. 582536 0. 12
K9 63096 326 -43163.387 -75363.273702 1 68
KlO 63098.011 -43163. 265 -805901.320815 17. 10

倍 面 積 389. 226269
面 積 194. 6131345
地 積 194. 61 rri 

」

12-
14

占 ‘

所 在 金沢市鈴見台五丁目 51番2

境界標の種類
図 名 土地実測図 縮 尺 S=1: 100 

作 成 令和 5年 6 月 21 日 図面番号

石川県金沢市松村5丁目2番地桑沢ビル10

土地家屋調査士柿島真明
TEL 076-267-1563 FAX 076-267-1565 



調査番号第5-083 号

令和 5年 1 0月 4 日

(2 0 2 3 年）

がけ地 ・ 既設擁壁等の調査 ・ 指導結果回答書

                       様

金沢市長 村山卓

（公 印 省 略）

下記のがけ地・既存擁壁等について調査・指導の回答

記

1. 当該がけ地・既存擁壁等の地名・ 地番

金沢市 鈴見台5丁目5 1番2

2. 回 答

・敷地南側（民地側）及び敷地北西側（道路側）の擁壁は、 擁壁下端より 3 0
゜

ライン以上離

して建物を計画してください。 ただし、 3 0
゜

ラインより下まで基礎底盤を根入れすること

により近接可能です。

・敷地東側（民地側）の擁壁は、 擁壁上端より 45
゜

ライン以上離して建物を計画してくださ

い。 ただし、 45
゜

ラインより上まで基礎を立ち上げることにより近接可能です。

その他

1)擁壁の雑草、 排水路、 水抜き穴等の清掃を行い、 機能を損なわないように管理を定期的に

行ってください。

2) 擁壁のクラックやハラミなどの観察を定期的に行ってください。 その際、 異常があった場

合は、 早急に関係各所に連絡を取り対策について協議してください。

3) 宅地造成等工事規制区域内であるため、 造成行為を行う場合は事前に相談してください。

4)土砂災害警戒区域（通称：イエロ ー ゾーン、種類：急傾斜地の崩壊）内に位搬しています。

5) 調査結果については上記回答のとおりとなりますが、 がけ地・既存擁壁等は、 経年劣化等

により状態の変化が起こるため、 今後、 建築計画等の時点で再調査を行ってください。

※上記 内容について不明な点は、 担当職員に確認してください。

なお上記の各措置は、がけ・擁壁等の安全を保証するものではないことを念のため申し添えます。

金沢市 土木局

道路建設課 がけ地対策室

担当 角田

TEL(076) 220-2612 

FAX (076) 260-7194 








